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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　枠側に配設されて遊技媒体の払出動作を制御する払出制御基板と、遊技盤側に配設され
て演出動作を制御する演出制御基板と、前記遊技盤側に配設されて遊技動作を制御する主
制御基板と、を備え、前記主制御基板には、前記主制御基板からコマンド通信用信号線で
一方向に通信可能な前記演出制御基板と、コマンド通信用信号線と応答信号通信用信号線
とで双方向にシリアル通信可能な前記払出制御基板とが接続された遊技機において、
　前記主制御基板には、
　前記主制御基板の初期化処理内で前記演出制御基板の初期化が完了する時間よりも長い
第１のウエイトループ処理が設けられ、
　前記払出制御基板は、
　前記払出制御基板の初期化処理が完了すると、前記主制御基板が起動してから準備完了
となるまでの期間を待つために前記第１のウエイトループ処理の期間よりも長い期間にわ
たり第２のウエイトループ処理を実行した後、前記主制御基板に対して前記コマンド通信
用信号線により初期化完了コマンドを間欠的に送信する一方、前記主制御基板が定常状態
である場合には、内部における障害が発生していること或いは前記障害の種類を含むエラ
ー情報を前記主制御基板に伝達するための状態コマンドを前記主制御基板に送信し、
　前記主制御基板は、
　前記第１のウエイトループ処理のタイムアップ後に前記初期化完了コマンドの受信を認
識したことを契機として、前記払出制御基板に対して前記応答信号通信用信号線により応
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答コマンドを送信する一方、前記主制御基板が定常状態である場合には、前記払出制御基
板から受信した前記状態コマンドに基づいて、前記演出制御基板に、前記払出制御基板に
生じた前記障害を解消へ誘導するための障害解消誘導処理を実行させ、
　前記払出制御基板は、
　前記主制御基板に対して前記初期化完了コマンドを送信していた場合には、前記応答コ
マンドの受信を契機として、前記コマンド通信用信号線による前記初期化完了コマンドの
間欠的な送信を終了するとともに、前記払出動作の制御を開始する一方、前記障害が解消
している場合には、前記障害解消誘導処理を停止させるための停止指示コマンドを前記主
制御基板に送信するとともに、前記停止指示コマンドに応答した前記主制御基板からの動
作開始許可信号に基づいて前記払出動作の制御を開始する
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主制御基板および払出制御基板の起動から起動完了によって定常状態となる
までに掛かる時間がそれぞれで異なる遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　この種の遊技機として、パチンコ機のようにその動作を制御する各基板を備える遊技機
が知られている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　この公知の遊技機は、主制御基板、払出制御基板、サブ制御基板、表示制御基板および
電源基板などの各種の基板を備えている。このうち主制御基板は遊技動作を制御する基板
であり、また払出制御基板は、入賞などに応じて賞球払出装置による遊技媒体の払出動作
を制御する。
【０００４】
　サブ制御基板は遊技動作に伴う演出動作を制御する基板であり、例えば効果音の出力制
御を行ったり、表示制御基板を制御することで液晶表示装置により図柄の変動表示などを
行う機能を有する。電源基板は、各基板などに分圧等して電源供給を行う機能を有する。
【０００５】
　公知の遊技機においては、電源の投入により各基板が独立して立ち上げ処理（以下「初
期化処理」と呼称する）を行い、各基板は初期化処理が完了するとそれぞれの機能を発揮
すべく制御等動作を開始し、定常状態となる。このとき、各基板における初期化処理に掛
かる時間、つまり各基板の立ち上げ順序によっては基板間での信号の受け渡し動作に不具
合が生じて遊技機が正常に動作しないおそれがあった。例えば、一方向又は双方向に通信
可能な基板間で一方の基板だけが先に立ち上がり、定常処理として他方の基板へ信号を送
信したものの、これを受け取る側の基板が未だ起動完了していないと、そこで信号の受け
取りに失敗し、通信エラーが生じてしまう。
【０００６】
　このため公知の遊技機においては、例えばサブ制御基板よりも後に立ち上がるべき主制
御基板などに、電源投入後に所定時間のウェイト処理を実行するための計時手段を設け、
この計時手段による所定時間のウェイト後、主制御基板がサブ制御基板（副制御基板）へ
動作許可コマンドを送信することで演出制御動作の開始を許可するといった手法が採用さ
れている。このような公知の遊技機においては、電源投入時に１回のみ主制御基板からサ
ブ制御基板に対して動作許可コマンドを送信する構成となっており、一旦主制御基板が定
常状態となると動作許可コマンドを送信しないように構成されている。
【特許文献１】特開２００３－２３６０９１号公報（第１０頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
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　しかし、この公知の遊技機では、各サブ制御基板が主制御基板から動作許可コマンドを
受信するまでは立ち上げ処理後の進行を待機するという手法を採用しているため、ノイズ
の影響によってサブ制御基板だけがリセットされてしまうような状況になると、主制御基
板をリセット（遊技機の電源を再投入）して再度動作許可コマンドをサブ制御基板に送信
しない限り、サブ制御基板は、立ち上げ処理後の制御をいつまでも開始することができな
くなってしまう。
【０００８】
　そこで本発明は、遊技機の起動後においても常に、正常な遊技動作を確保することがで
きる技術の提供を課題としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　（解決手段１）
　本発明の遊技機は、枠側に配設されて遊技媒体の払出動作を制御する払出制御基板と、
遊技盤側に配設されて演出動作を制御する演出制御基板と、前記遊技盤側に配設されて遊
技動作を制御する主制御基板と、を備え、前記主制御基板には、前記主制御基板からコマ
ンド通信用信号線で一方向に通信可能な前記演出制御基板と、コマンド通信用信号線と応
答信号通信用信号線とで双方向にシリアル通信可能な前記払出制御基板とが接続された遊
技機において、前記主制御基板には、前記主制御基板の初期化処理内で前記演出制御基板
の初期化が完了する時間よりも長い第１のウエイトループ処理が設けられ、前記払出制御
基板は、前記払出制御基板の初期化処理が完了すると、前記主制御基板が起動してから準
備完了となるまでの期間を待つために前記第１のウエイトループ処理の期間よりも長い期
間にわたり第２のウエイトループ処理を実行した後、前記主制御基板に対して前記コマン
ド通信用信号線により初期化完了コマンドを間欠的に送信する一方、前記主制御基板が定
常状態である場合には、内部における障害が発生していること或いは前記障害の種類を含
むエラー情報を伝達するための状態コマンドを前記主制御基板に送信し、前記主制御基板
は、前記第１のウエイトループ処理のタイムアップ後に前記初期化完了コマンドの受信を
認識したことを契機として、前記払出制御基板に対して前記応答信号通信用信号線により
応答コマンドを送信する一方、前記主制御基板が定常状態である場合には、前記払出制御
基板から受信した前記状態コマンドに基づいて、前記演出制御基板に、前記払出制御基板
に生じた前記障害を解消へ誘導するための障害解消誘導処理を実行させ、前記払出制御基
板は、前記主制御基板に対して前記初期化完了コマンドを送信していた場合には、前記応
答コマンドの受信を契機として、前記コマンド通信用信号線による前記初期化完了コマン
ドの間欠的な送信を終了するとともに、前記払出動作の制御を開始する一方、前記障害が
解消している場合には、前記障害解消誘導処理を停止させるための停止指示コマンドを前
記主制御基板に送信するとともに、前記停止指示コマンドに応答した前記主制御基板から
の動作開始許可信号に基づいて前記払出動作の制御を開始することを特徴とする。
【００１０】
　このような構成によれば、払出制御基板は、払出制御基板の初期化処理が完了したこと
を契機として、主制御基板に対してコマンド通信用信号線により初期化完了コマンドを間
欠的に送信する手段を設ける。主制御基板は、主制御基板の初期化処理内で演出制御基板
の初期化が完了する時間よりも長い第１のウエイトループ処理のタイムアップ後に初期化
完了コマンドの受信を認識したことを契機として、払出制御基板に対して応答信号通信用
信号線により応答コマンドを送信する。そして、払出制御基板は、主制御基板に対して初
期化完了コマンドを送信していた場合には、応答コマンドの受信を契機としてコマンド通
信用信号線へのコマンドの間欠的な送信を終了するとともに、払出動作の制御を開始する
。一方、主制御基板が定常状態である場合には、払出制御基板が、内部における障害が発
生していること或いはその障害の種類を含むエラー情報を伝達するための状態コマンドを
主制御基板に送信する。主制御基板は、払出制御基板から受信した状態コマンドに基づい
て、演出制御基板に、払出制御基板に生じた障害を解消へ誘導するための障害解消誘導処
理を実行させる。払出制御基板は、上記障害が解消している場合には、上記障害解消誘導
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処理を停止させるための停止指示コマンドを主制御基板に送信するとともに、その停止指
示コマンドに応答した主制御基板からの動作開始許可信号に基づいて払出動作の制御を開
始する。
【００１１】
　ここで払出制御基板は、遊技動作の進行に応じた遊技媒体の払出動作を制御するもので
あるが、払出制御基板は、その起動後において確実に主制御基板が遊技動作を制御するこ
とができる状態となってから、払出動作の制御を開始するようになる。このため本発明の
遊技機は、その起動後において常に払出制御基板による正常な遊技媒体の払出動作を確保
していることから、その起動後において常に正常な遊技動作を確保することができる。
【００１２】
　（解決手段２）
　また本発明の遊技機は、別途独立の構成を有する。本発明の遊技機は、遊技動作を制御
する主制御基板と、遊技媒体の払出動作を制御するとともに、起動してから前記遊技媒体
の払出動作の制御が可能な状態に至ったことを契機として前記主制御基板に対して状態信
号を出力する払出制御基板と、前記主制御基板の制御によって遊技動作の進行に応じた演
出動作を制御する演出制御基板と、前記払出制御基板が起動してから予め設定された期間
にわたり前記払出制御基板による前記状態信号の出力を規制するとともに、前記予め設定
された期間の経過を契機として前記払出制御基板が前記状態信号の出力を許容する信号出
力制御手段とを備え、前記主制御基板は、前記状態信号の受信を認識したことを契機とし
て前記遊技動作の制御が可能な状態であることを示す応答信号を出力し、前記払出制御基
板は、前記応答信号の受信を契機として前記遊技媒体の払出動作の制御を開始することを
特徴とするものである。
【００１３】
　このような構成によれば、信号出力制御手段の制御によって、払出制御基板は、起動し
てから予め設定された期間にわたり状態信号の出力を停止するとともに、その予め設定さ
れた期間の経過を契機として状態信号の出力を開始している。一方、主制御基板は、払出
制御基板からの状態信号の受信を認識したことを契機として応答信号を出力し、払出制御
基板は、この応答信号の受信を契機として遊技媒体の払出制御を開始する。
【００１４】
　ここで払出制御基板は、遊技動作の進行に応じた遊技媒体の払出動作を制御するもので
あるが、払出制御基板は、その起動後において確実に主制御基板が遊技動作を制御するこ
とができる状態となってから、払出動作の制御を開始するようになる。このため本発明の
遊技機は、その起動後において常に払出制御基板による正常な遊技媒体の払出動作を確保
していることから、その起動後において常に正常な遊技動作を確保することができる。
【００１５】
　（解決手段３）
　上記の解決手段２において、前記払出制御基板は、前記予め設定された期間の経過を契
機として、前記状態信号を間欠的に出力するのが望ましい。
【００１６】
　このような構成によれば、払出制御基板は、起動後、予め設定された期間を経過して遊
技媒体の払出動作の制御が可能となったことを契機として主制御基板に対して状態信号を
間欠的に出力し続けている。また、主制御基板は、払出制御基板が出力した状態信号の受
信を認識したことを契機として応答信号を出力する。そして、払出制御基板は、この応答
信号の受信を契機として、状態信号の出力を停止するとともに遊技媒体の払出制御を開始
する。
【００１７】
　ここで払出制御基板は、遊技動作の進行に応じた遊技媒体の払出動作を制御するもので
あるが、払出制御基板は、その起動後において確実に主制御基板が遊技動作を制御するこ
とができる状態となってから、払出動作の開始を制御するようになる。このため本発明の
遊技機は、その起動後において常に払出制御基板による正常な遊技媒体の払出動作を確保
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していることから、その起動後において常に正常な遊技動作を確保することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の遊技機は、賞球信号に基づいて確実に遊技媒体の払出動作を可能とすることが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明をパチンコ機に適用した一実施形態について、次に掲げる項目に沿って各
対応図面を参照しながら説明する。
【００２０】
　１．第１実施形態（図１）
　　１－１．遊技制御装置
　　１－２．払出制御装置
　　１－３．演出制御装置
　２．パチンコ機における起動時の動作例（図２～図４）
　３．各基板の起動・信号出力などのタイミング（図５）
　４．第１実施形態による有用性
　５．第２実施形態（図６）
　６．第２実施形態としてのパチンコ機の動作例（図６）
　７．各基板の起動・信号出力などのタイミング（図７）
　８．第２実施形態による有用性
　９．第３実施形態（図８）
　１０．状態コマンドの作成・送信に関して
　　１０－１．状態監視処理（図９）
　　１０－２．コマンド準備処理（図１０）
　　１０－３．コマンド出力処理（図１１）
　　１０－４．ＡＣＫ信号の受信待ち処理（図１２）
　１１．その他の実施形態についての言及
【００２１】
　（１．第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態の一例としてのパチンコ機１の電子機器類に関する構成
を概略的に示している。パチンコ機１は主制御基板２をはじめ払出制御基板４、サブ制御
基板６等を有し、これら基板類が互いに配線を通じて接続されているほか、各基板にそれ
ぞれ付随して電子機器類が接続されている。これら基板類はいずれもパチンコ機１の裏面
側に配置されており、通常、遊技者からは視認されない。
【００２２】
　図１には示されていないが、パチンコ機１の前面側には遊技者に相対する遊技領域が形
成されており、この遊技領域内にて実際に遊技が進行する。遊技領域は図示しない遊技盤
の前面に形成されており、その背面に主制御基板２が配設されている。また遊技盤には液
晶表示器８が配設されており、この液晶表示器８は遊技領域のほぼ中央位置にて画像を表
示することができる。スピーカ１０は例えば、パチンコ機の前枠や上皿の内側に配設され
ており、通常、スピーカ１０からは遊技の進行に伴う効果音や音声等が出力されるものと
なっている。
【００２３】
　その他、パネル装飾ランプ１２は遊技盤面に装着され、このパネル装飾ランプ１２は遊
技領域にて発光による装飾や演出を施すことができる。また枠装飾ランプ１４は前枠の適
宜位置に配設されて発光による装飾や演出を施すことができる。
【００２４】
　（１－１．遊技制御装置）
　主制御基板２はＣＰＵやＲＡＭ、ＲＯＭ、入出力インタフェース等（全ては図示されて
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いない）の電子部品類を備えている。主制御基板２には入賞検出器１６が接続されており
、この入賞検出器１６は遊技領域内にて各種の入賞口（始動入賞口や大入賞口、一般入賞
口等）への入賞があったことを検出し、その検出信号を主制御基板２に出力する。一方、
大入賞口にはソレノイド１８が設けられており、このソレノイド１８は大入賞口を開閉す
るために用いられる。ソレノイド１８は主制御基板２に接続されており、その動作は主制
御基板２に制御されるものとなっている。
【００２５】
　主制御基板２は遊技動作を制御するものであり、この主制御基板２による遊技動作の制
御は、例えばＣＰＵが所定の制御プログラムを実行することで行われる。ＣＰＵは制御プ
ログラムの実行に伴いソフトウェア上の乱数を生成し、始動入賞口への入賞を検出すると
、これを契機として乱数を取得する。このとき取得した乱数値が所定の当り値に一致して
いると、ＣＰＵはサブ制御基板６に対して大当りの態様で図柄を表示させる指令信号を出
力し、この後、実際に液晶表示器８にて所定期間の変動後、大当りの図柄の組み合わせが
表示されると大当りとなる。
【００２６】
　大当りになると主制御基板２はソレノイド１８を作動させ、大入賞口の開閉扉を所定の
パターンで開閉させる。遊技者は開放中に遊技球を入賞させて多くの賞球を獲得すること
ができる。
【００２７】
　上記以外にも主制御基板２による遊技動作の制御は各種の内容があるが、いずれも公知
であるためここでは詳細な説明を省略する。
【００２８】
　（１－２．払出制御装置）
　払出制御基板４もまたＣＰＵやＲＡＭ、ＲＯＭ、入出力インタフェース等（全ては図示
されていない）を有しており、特に払出制御基板４は主制御基板２との間で双方向通信可
能に接続されている。すなわち、主制御基板２と払出制御基板４との間にはシリアル信号
の上下線Ｓｕ，Ｓｄと、これらに並行してＡＣＫ信号の送信線Ａｕ，Ａｄとが敷設されて
いる。例えば、主制御基板２から賞球の払出を指示する賞球コマンドが下り線Ｓｄを通じ
てシリアル形式で送信されると、これを受け取った払出制御基板４からＡＣＫ信号が送信
線Ａｕを通じて主制御基板２へ送信されるものとなっている。逆に、払出制御基板４から
上り線Ｓｕを通じて主制御基板２へ送信されるシリアル信号には、後述するエラー情報信
号やＲＡＭクリア信号等が含まれる。なお同様に、これらを受け取った主制御基板２から
はＡＣＫ信号が送信線Ａｄを通じて払出制御基板４へ送信される。この払出制御基板４で
は、ＣＰＵの制御によって所定の払出制御プログラムが動作しており、この払出制御プロ
グラムの動作によって払出動作の制御が実行されている。
【００２９】
　パチンコ機１の裏面には図示しない賞球払出装置が設けられており、この賞球払出装置
による遊技球の払出動作は払出制御基板４により制御されている。すなわち払出制御基板
４は主制御基板２から賞球コマンドを受け取って賞球払出装置の払出モータ２０を作動さ
せ、賞球信号としての賞球コマンドにより指示された個数分の払出動作を行わせる。この
とき、実際に払い出された賞球数は払出球検出器２２により一個ずつ検出されて払出制御
基板４にフィードバックされる。一方、払出モータ２０の回転状態（回転角）はモータ駆
動センサ２４により検出されて同じく払出制御基板４にフィードバックされるものとなっ
ている。
【００３０】
　この払出制御基板４では、そのＣＰＵの制御によって払出制御プログラムが動作してお
り、この払出制御プログラムの動作によって払出制御基板４のＣＰＵは、払出制御基板４
自身が起動し始めてから遊技球の払出動作の制御が可能な定常状態となったことを契機と
して、主制御基板２に対して、例えば障害などの状態を表す状態コマンド（状態信号）を
所定時間ごとに間欠的に出力し続ける機能を有する。



(7) JP 4674072 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

【００３１】
　また、パチンコ機１の裏面には賞球払出装置に連なる装備として球タンクやタンクレー
ル等が配設されている。球タンクに貯留された遊技球はタンクレールに案内されて賞球払
出装置に供給され、このとき球の流れる供給経路は、パチンコ機１の裏面から見て奥側と
手前側との２列に分かれるものとなっている。したがって、賞球払出装置による賞球払出
経路もまた２列に分かれており、それゆえ上記の払出球検出器２２も奥側と手間側の払出
経路にそれぞれ対応して配置されている。
【００３２】
　賞球払出装置には、２列の供給経路に対応して奥側と手前側とにそれぞれ球切れスイッ
チ２６が配置されており、供給経路内に遊技球が残存しなくなると、これら球切れスイッ
チ２６から球切れ信号が出力されるものとなっている。
【００３３】
　その他、払出制御基板４は払出動作の他に遊技球の発射動作を制御する機能をも有して
おり、それゆえ払出制御基板４には図示しない発射モータの他に発射ハンドル２８が接続
されている。発射ハンドル２８には例えばタッチ検出部が内蔵されており、このタッチ検
出部は人体（遊技者）の接触を検出してそのタッチ検出信号を払出制御基板４に出力する
。払出制御基板４はタッチ検出信号を受け取った状態ではじめて発射モータの駆動を許可
し、これにより、実際に遊技球の発射動作を行わせることができる。
【００３４】
　ここで本実施形態におけるパチンコ機１では、主制御基板２は、払出制御基板４が出力
した状態コマンドの受信を認識したことを契機として、遊技動作の制御が可能な定常状態
であることを示す応答信号としてのＡＣＫ信号を出力している。また、本実施形態におけ
るパチンコ機１では、さらに払出制御基板４がそのＡＣＫ信号の受信を契機として、払出
制御基板４のＣＰＵによる状態コマンドの出力を停止するとともに、遊技球の払出動作の
制御を開始する構成となっている。
【００３５】
　（１－３．演出制御装置）
　スピーカ１０はアンプ基板３０を介してサブ制御基板６に接続されており、また上記の
パネル装飾ランプ１２や枠装飾ランプ１４はそれぞれランプ中継基板３２，３４を介して
サブ制御基板６に接続されている。またこのサブ制御基板６には、液晶表示器８の表示動
作を制御する表示制御基板７が接続されている。なお、サブ制御基板６は、液晶表示器８
の表示動作を直接制御する形態であっても良い。
【００３６】
　パチンコ機１による遊技の進行中、サブ制御基板６は主制御基板２から送信される指令
信号に基づいて演出動作を制御している。例えば主制御基板２にて抽選が行われた結果、
演出コマンドとしての図柄の変動パターン信号が主制御基板２からサブ制御基板６に送信
されると、サブ制御基板６はこれを解釈して液晶表示器８による図柄の変動・停止時の表
示態様、リーチ演出の有無等を選択する。またサブ制御基板６は、これに合わせてスピー
カ１０による音響の演出パターンやランプ１２，１４による発光装飾の演出パターンを選
択し、それぞれのパターンによる演出動作を図柄の表示に連動させながら制御する。なお
、始動入賞がなく図柄の変動がない場合も、パチンコ機の稼働中は一定の演出パターンに
したがって映像や音響出力、発光装飾等による演出動作が制御されている。
【００３７】
　（２．パチンコ機における起動時の動作例）
　本実施形態におけるパチンコ機１は以上のような構成であり、次に図１を参照しつつそ
の動作例について説明する。
【００３８】
　図２は、起動時における払出制御基板４の動作例を示すフローチャートであり、図３は
、起動時における主制御基板２の動作例を示すフローチャートである。また、図４は、払
出制御基板４におけるＡＣＫ信号の受信処理の手順の一例を示すフローチャートである。
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【００３９】
　まず始めにパチンコ機１の電源スイッチのＯＮ操作によって電源が投入されると、各基
板に対して図示しない電源基板から電源の供給が開始され、これにより各基板は独立して
初期化処理を含む起動処理を開始する。例えば、払出制御基板４に対して電源供給が開始
されると、払出制御基板４は独自に起動処理を開始するとともに払出制御基板４自身に関
する初期化処理を開始する。
【００４０】
　まず、図２のステップＳ０では初期化処理が実行され、初期化処理が終了すると所定の
定常状態となる。この定常状態では、所定のメインループ処理が実行されており、所定の
周期（例えば１ｍｓ）ごとにタイマ割込処理が実行される。このタイマ割込処理では、タ
イマ割込発生フラグを「ＯＮ」と設定してタイマ割込の許可を与えて、メインループ処理
に戻る。このメインループ処理では、このタイマ割込発生フラグが「ＯＮ」であるか否か
を判断し、このタイマ割込発生フラグが「ＯＮ」である場合には、まずタイマ割込発生フ
ラグをクリア（「ＯＦＦ」と）し、続いてコマンド送信処理、コマンド受信処理、コマン
ド解析処理などが実行される。
【００４１】
　ステップＳ１では、払出制御基板４が起動後に遊技球の払出動作を制御可能な定常状態
となったことを契機として、このメインループ処理において、所定の送信バッファに予め
送信予約されているコマンドが存在する場合にこのコマンドを実際に送信するコマンド送
信処理を実行することで、払出制御基板４のＣＰＵが主制御基板２に対して状態コマンド
を所定時間（予め設定された期間）間隔ごとに間欠的に出力（送信）する。この状態コマ
ンドは、この所定時間の経過を契機として送信されているため、このように所定時間ごと
に間欠的に出力されている。この所定時間としては、例えばこの状態コマンドを受信した
主制御基板３が出力したＡＣＫ信号（応答信号）の受信待ち時間を例示することができ、
本実施形態では、この受信待ち時間を１００ｍｓと例示する。
【００４２】
　一方、主制御基板２においても、図示しない電源基板によって電源供給が開始されると
、サブ制御基板６などとは独立して起動処理が開始されるとともに、図３に示すような主
制御基板２に関する初期化処理が開始される（ステップＳ１０）。この主制御基板２にお
いては、この初期化処理が完了して定常状態となると、メインループ処理が実行される。
このメインループ処理では、所定の停電信号に関して判定し（停電信号の判定処理）、こ
の停電信号がＯＮのときは所定の電源遮断時処理に移行して電源を遮断する処理を実行し
、この停電信号がＯＦＦのときは非当落乱数更新処理に移行する。この非当落乱数更新処
理では、例えば当落乱数（大当り判定用乱数）の初期値、変動パターン乱数、リーチ乱数
など、当落乱数以外の更新を行い、停電信号の判定処理に戻る。
【００４３】
　このメインループ処理が実行されている状態では、所定のタイマ割込周期（例えば４ｍ
ｓ）ごとにタイマ割込処理が実行されている。このタイマ割込処理では、コマンド受信処
理、コマンド送信処理が実行されるようになっている。このうち例えばコマンド送信処理
では、図示しない所定の送信バッファに送信予約がされたコマンド（例えばＡＣＫ信号）
が存在する場合にこのコマンドを送信（出力）する処理を実行する。
【００４４】
　次にステップＳ１２では、払出制御基板４が出力した状態コマンドの受信を主制御基板
２が認識したか否かを判断し、この認識がされた場合にはステップＳ１３に進む。そして
主制御基板２は、払出制御基板４が出力した状態コマンドの受信を認識したことを契機と
して、ステップＳ１３では、応答信号としてのＡＣＫ信号を払出制御基板４に対して出力
する。
【００４５】
　そして次に図４に示すステップＳ２１では、払出制御基板４のＣＰＵが主制御基板２か
らのＡＣＫ信号を受信したか否かを判定する。ＡＣＫ信号を受信したと判定されると、ス
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テップＳ２２では、払出制御基板４は、所定時間ごとに間欠的に出力していた状態コマン
ドの出力を停止する。次にステップＳ２３では、遊技球の払出動作の制御が可能な状態と
なったことから、払出動作の制御を開始する。つまり、本実施形態において払出制御基板
４は、コマンド受信処理によって主制御基板２からＡＣＫ信号を受信したことを契機とし
て、状態コマンドの出力を停止するとともに遊技球の払出制御を開始しているのである。
【００４６】
　（３．各基板の起動・信号出力などのタイミング）
　このような手順をタイミングチャートとして図示すると次のようになる。
【００４７】
　図５（Ａ）～図５（Ｅ）は、それぞれ各基板が出力する信号や各基板が起動を開始する
タイミングの一例を示すタイミングチャートである。なお、図５（Ａ）および図５（Ｂ）
は、それぞれ主制御基板２および払出制御基板４に電源が供給されるタイミングの一例を
示している。なお、図５（Ａ）に示す点線は、主制御基板２が遊技動作を制御可能な定常
状態となるタイミング例を示しており、図５（Ｂ）に示す点線は、払出制御基板４が払出
動作を制御可能な定常状態となるタイミング例を示している。図５（Ｃ）は、払出制御基
板４が間欠的に出力する状態コマンドの出力例を示すタイミングチャートであり、図５（
Ｄ）は、主制御基板２が払出制御基板４に対して出力する応答信号としてのＡＣＫ信号の
出力例を示すタイミングチャートである。そして、図５（Ｅ）は、払出制御基板４による
遊技球の払出動作の制御を開始するタイミング例を示す図である。
【００４８】
　主制御基板２および払出制御基板４はそれぞれ独立して起動するものの、両基板は図５
（Ａ）および図５（Ｂ）に示すようにほぼ同時に電源が供給され、払出制御基板４は、初
期化処理を開始して所定の時間ｔ１を経過すると定常状態となる。払出制御基板４は遊技
球の払出動作の制御が可能な定常状態となると、図５（Ｃ）に示すように所定時間ごとに
間欠的に状態コマンドを主制御基板２に対して出力する。
【００４９】
　一方、主制御基板２は、電源投入後、図５（Ａ）に示す受信可能な時間ｔ２を経過する
と、点線で示すように遊技動作が可能な定常状態となる。また、主制御基板２は、払出制
御基板４が出力した図５（Ｃ）に示す状態コマンドの受信を認識したことを契機に、払出
制御基板４に対して図５（Ｄ）に示すＡＣＫ信号（応答信号）を出力する。そして、払出
制御基板４は、主制御基板２が出力したＡＣＫ信号を受信し、遊技球の払出動作の制御を
開始する（図５（Ｅ））。
【００５０】
　（４．第１実施形態による有用性）
　ここで、サブ制御基板６は遊技動作に伴う演出動作を制御するものであり、仮にサブ制
御基板６による制御動作に多少の障害が生じた場合にもパチンコ機１における遊技動作に
与える影響は比較的小さいと考えられる。一方、払出制御基板４は遊技球の払出動作を制
御するものであるため、仮に払出制御基板４による遊技球の払出動作の制御に障害が生じ
た場合には、遊技者が遊技球の払出不良に不満を感じ、遊技者の興趣を大きく低下させる
おそれがあり影響が大きいと考えられる。
【００５１】
　ここで払出制御基板４は、遊技動作の進行に応じて遊技媒体の払出動作を制御するもの
であるが、払出制御基板４は、その起動後において確実に主制御基板２が遊技動作を制御
することができる状態となってから、遊技球の払出動作の開始を制御するようになる。こ
のため第１実施形態では、その起動後において常に払出制御基板４による正常な遊技媒体
の払出動作を確保していることから、その起動後において常に正常な遊技動作を確保する
ことができる。
【００５２】
　（５．第２実施形態）
　第２実施形態としてのパチンコ機１ａは、第１実施形態としてのパチンコ機１とほぼ同
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様の構成であるため、同様の構成については同一の符号を用いてその説明を省略し、以下
異なる点を中心として説明する。
【００５３】
　また、第２実施形態としてのパチンコ機１ａは、第１実施形態としてのパチンコ機１と
は異なり、払出制御基板４のＣＰＵがタイマ機能を有する点が特徴的である。この払出制
御基板４のＣＰＵのタイマ機能は、払出制御基板４が起動してから予め設定された期間に
わたり払出制御基板４による状態コマンドの出力を停止させておく（規制する）とともに
、その予め設定された期間の経過を契機として払出制御基板４が状態コマンドの出力を開
始する（許容する）ように制御する機能を有する。
【００５４】
　つまり、この払出制御基板４のＣＰＵは、予め設定された所定期間にわたりコマンドの
送信を禁止するためのコマンド送信禁止タイマとして機能し、例えばコマンド禁止タイマ
の値が「０」以外の場合にはコマンド（状態コマンドなど）の送信が規制され、その一方
、このコマンド禁止タイマの値が「０」となりタイムアップした場合にそのコマンドの送
信が許可されるのである。
【００５５】
　（６．第２実施形態としてのパチンコ機の動作例）
　図６は、主制御基板２および払出制御基板４における各動作の制御手順の一例を示すフ
ローチャートである。なお、図６においては左側に主制御基板２における制御手順を図示
しており、右側に払出制御基板４における制御手順を図示している。
【００５６】
　図６において第１実施形態と同様の符号を付した手順は、第１実施形態とほぼ同様の手
順であるため、同一の符号を付してその説明を省略し、以下異なる手順を中心として説明
する。
【００５７】
　本発明の第２実施形態としてのパチンコ機１ａにおいて特徴的なことは、払出制御基板
４側の制御手順（図６右側参照）において状態コマンド送信の規制中であるか否かを確認
する処理が実行されることである。
【００５８】
　ここで状態コマンドの送信が規制されている場合とは、仮に送信すべき状態コマンドが
所定の送信バッファに送信予約されていてもその状態コマンドを実際に送信することが禁
止されている状態をいう。また、状態コマンドの送信が許容されている場合とは、送信す
べき状態コマンドが所定の送信バッファに送信予約されている場合にその状態コマンドを
実際に送信することを実行しうる状態をいう。
【００５９】
　具体的には、図６右側において、電源投入後、払出制御基板４のＣＰＵの初期化処理後
（ステップＳ０）、払出制御基板４のＣＰＵがコマンド送信を規制するタイマに所定位置
をセットする（ステップＳ０ａ）。次に払出制御基板４のＣＰＵは、状態コマンドを作成
し、作成したこの状態コマンドを所定の送信バッファに送信予約（セット）する（ステッ
プＳ０ｂ）。このステップＳ０ｂまでの処理が終了すると、払出制御基板４は所定の定常
処理となる。この定常処理では、後述する図９の処理が実行されており、ステップＳ０ａ
（図６右側）でセットしたタイマがタイムアップすると（ステップＳ３１においてＹｅｓ
側に抜ける）、所定のコマンド準備処理（図９のステップＳ４０）を経て、図６右側のス
テップＳ０ａにおいて、払出制御基板４のＣＰＵが、既に送信バッファに送信予約されて
いる状態コマンドの主制御基板２への送信を実行する（図９のステップＳ５０、図６右側
のステップＳ１）。
【００６０】
　主制御基板２では、第１実施形態同様に状態コマンドを受信し（ステップＳ１２）、Ａ
ＣＫ信号を送信する（ステップＳ１３）。そして払出制御基板４においては、第１実施形
態と同様にＡＣＫ信号を受信してから（ステップＳ２１）、払出動作の制御を開始する（
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ステップＳ２５）。
【００６１】
　このようにすると、主制御基板２と払出制御基板４との起動順序が常に適切となり、払
出制御基板４が確実に遊技球の払出動作を制御することができる定常状態で、主制御基板
２が遊技動作の制御を開始することができる。
【００６２】
　（７．各基板の起動・信号出力などのタイミング）
　このような手順をタイミングチャートとして図示すると次のようになる。
【００６３】
　図７（Ａ）～図７（Ｅ）は、それぞれ各基板が出力する信号や各基板が起動を開始する
タイミングの一例を示すタイミングチャートである。なお、図７（Ａ）および図７（Ｂ）
は、それぞれ主制御基板２および払出制御基板４に電源が供給されるタイミングの一例を
示しており、図７（Ｃ）は、払出制御基板４が出力する状態コマンドの出力例を示すタイ
ミングチャートである。図７（Ｄ）は、主制御基板２が払出制御基板４に対して出力する
ＡＣＫ信号の出力例を示すタイミングチャートである。そして、図７（Ｅ）は、払出制御
基板４による遊技球の払出動作の制御を開始するタイミング例を示す図である。図７（Ａ
）における実線は電源状態を表しており、点線は遊技動作の制御が可能となるまでの様子
を示している。
【００６４】
　主制御基板２および払出制御基板４はそれぞれ独立して起動するものの、両基板は図７
（Ａ）および図７（Ｂ）に示すようにほぼ同時に電源が供給され、初期化処理を開始して
所定の時間を経過すると定常状態となる。払出制御基板４のＣＰＵは、起動時から所定期
間Ｔにわたり状態コマンドの出力を規制しており、遊技媒体の払出動作の制御が可能な定
常状態となりその所定期間Ｔを経過すると状態コマンドの送信を許容して図７（Ｃ）に示
すように状態コマンドを主制御基板２に対して出力する。
【００６５】
　そして、主制御基板２は、払出制御基板４が出力した状態コマンドを受信したことが認
識されたことを契機として払出制御基板４に対して図７（Ｄ）に示すようにＡＣＫ信号（
応答信号）の出力を開始する。そして、払出制御基板４は、主制御基板２が出力したＡＣ
Ｋ信号を受信し、遊技球の払出動作の制御を開始する。
【００６６】
　このパチンコ機１ａでは、例えば電源投入時に主制御基板２および払出制御基板４がそ
れぞれ独立して起動するものの、主制御基板２が遊技制御を開始する前に払出制御基板４
が確実に遊技球の払出動作を制御することができる状態となっている。
【００６７】
　（８．第２実施形態による有用性）
　ここで払出制御基板４は、遊技動作の進行に応じて遊技媒体の払出動作を制御するもの
であるが、払出制御基板４は、その起動後において確実に主制御基板２が遊技動作を制御
することができる状態となってから、遊技球の払出動作の制御を開始するようになる。こ
のため第２実施形態では、その起動後において常に払出制御基板４による正常な遊技媒体
の払出動作を確保していることから、その起動後において常に正常な遊技動作を確保する
ことができる。
【００６８】
　（９．第３実施形態）
　図８は、本発明の第３実施形態としてのパチンコ機１ｂにおける主制御基板２および払
出制御基板４における各動作の制御手順の一例を示すフローチャートである。なお、図８
においては、左側に主制御基板２における制御手順を図示しており、右側に払出制御基板
４における制御手順を図示している。
【００６９】
　第３実施形態としてのパチンコ機１ｂは、第２実施形態としてのパチンコ機１ａとほぼ
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同様の構成であるため、同様の構成については同一の符号を用いてその説明を省略し、以
下異なる点を中心として説明する。また、図８において第２実施形態における図６と同様
の符号を付した手順は、第２実施形態における図６とほぼ同様の手順であるため、同一の
符号を付してその説明を省略し、以下異なる手順を中心として説明する。
【００７０】
　本発明の第３実施形態としてのパチンコ機１ｂでは、第２実施形態のようにタイマ機能
により状態コマンドの送信の実行を所定期間Ｔにわたり規制する代わりに、払出制御基板
４のＣＰＵによるタイマ機能を用いずに、払出制御基板４のＣＰＵが所定期間Ｔにわたり
実行待ち処理（ループ処理）を実行している。また併せて主制御基板２においても、例え
ば所定期間Ｔ２にわたりループ処理を実行している点が第２実施形態とは異なっている。
【００７１】
　具体的には、第３実施形態としてのパチンコ機１ｂでは、払出制御基板４における処理
のうち、第２実施形態におけるコマンド送信禁止タイマにタイマ値として例えば２．５秒
がセットされる（図６のステップＳ０ａ）代わりに、２．５秒の期間（例えば図７の期間
Ｔ）の待ち処理を実行するループ処理（図８右側のステップＳ１ｂ）が実行される。
【００７２】
　このステップＳ１ｂのループ処理は払出制御基板４が状態コマンドを出力し始める時期
を、起動時から予め設定された所定期間Ｔだけ、払出制御基板４のＣＰＵの制御によって
動作する払出制御プログラムの処理進行を遅らせる処理である。一方、主制御基板２にお
いても、起動時から所定期間Ｔ２にわたりループ処理Ｓ１１（図８左側の処理）を実行し
ている。この所定期間Ｔ２としては例えば２秒と設定する。これらのループ処理では、カ
ウンタに所定の値を設定し、カウンタの値を減算する減算処理を行う。このカウンタの値
が「０」になると次の処理へ移行する。本実施形態では、このカウンタの減算処理により
、例えば２秒間或いは２．５秒間の計時がなされている。
【００７３】
　さらに具体的に説明すると、起動した払出制御基板４は、まず初期化処理を実行すると
（ステップＳ０）、次に所定のループ処理を実行する（ステップＳ１ｂ）。このステップ
Ｓ１ｂでは、払出制御基板４のＣＰＵが例えば２．５秒間にわたりループ処理を実行する
。一方、起動した主制御基板２においては、初期化処理（ステップＳ１０）を実行した後
、例えば２秒間にわたり所定のループ処理を実行する（ステップＳ１１）。
【００７４】
　前述したように、主制御基板２は、遊技動作を制御可能になる時期（図７（Ａ）の「準
備完了」のこと）を２秒間のループ処理で遅延させているため、この間に、払出制御基板
４が状態コマンドを送信したとしても、主制御基板２はこの状態コマンドを受信すること
はできない。これに対応するため払出制御基板４においては、主制御基板２が起動してか
ら準備完了となるまでの期間（例えば２秒間）を待つループ処理（ステップＳ１１）の期
間よりも長い期間（例えば２．５秒間）ループ処理を実行して（ステップＳ１ｂ）、払出
動作処理の規制を行う。
【００７５】
　ここで主制御基板２においてループ処理が必要であるのは、次のような理由によるもの
である。まず第３実施形態では、例えば表示制御基板７の表示処理の高速化を目的に、制
御ＲＯＭの内容を一旦ＲＡＭにブートし、ＲＡＭ上でプログラムを実行している。この間
、サブ制御基板６は、主制御基板２からのコマンドを受信できないため、コマンドが受信
可能になるまでの間、すなわち主制御基板２自身が遊技処理（コマンド送信処理、コマン
ド受信処理など）を実行可能になる時期を、この２秒間のループ処理（ステップＳ１１）
で規制しているからである。
【００７６】
　このようにした後、払出制御基板４が主制御基板２に対して状態コマンドを送信すると
ともに、主制御基板２が払出制御基板４に対してＡＣＫ信号を送信することで、各基板が
確実に定常状態となって各動作を制御可能な状態となってから、それぞれの基板が制御を
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開始することができる。本発明の第３実施形態によれば、第１実施形態および第２実施形
態とほぼ同様の効果を発揮することができる。
【００７７】
　（１０．状態コマンドの作成・送信に関して）
　ここで、状態コマンドの作成やその送信方法について具体的に説明する。このパチンコ
機１，１ａ，１ｂにおいては、それぞれこのように主制御基板２が定常状態となっている
状態において、払出制御基板４が例えば状態監視処理を行う。この状態監視処理は、例え
ば障害などの内容を含む状態を監視し、この監視した状態を払出制御基板４から主制御基
板３に対して状態コマンドとして送信する処理を表している。
【００７８】
　（１０－１．状態監視処理）
　図９は、パチンコ機の各基板における状態監視処理の手順の一例を示すフローチャート
である。以下の説明では、コマンド準備処理、コマンド出力処理およびＡＣＫ信号待ち処
理を区別するために、これらにそれぞれ処理種別ＪＯＢ＿ＮＯを設定する。具体的には、
例えば「コマンド準備処理」は処理種別ＪＯＢ＿ＮＯ＝０と設定し、「コマンド出力処理
」は処理種別ＪＯＢ＿ＮＯ＝１と設定し、「ＡＣＫ信号待ち処理」は処理種別ＪＯＢ＿Ｎ
Ｏ＝２と設定するものとする。
【００７９】
　まず、ステップＳ３１では、払出制御基板４のＣＰＵ（のタイマ機能）においてコマン
ド送信禁止タイマが「０」であるか否かを判断し、コマンド送信禁止タイマ＝「０」以外
の場合は処理を終了し、コマンド送信禁止タイマ＝０の場合はステップＳ３２に進む。つ
まり、払出制御基板４は、コマンド送信禁止タイマが「０」となるまでの所定期間（例え
ば２秒間）、払出動作を実行することができないようになっている。次にステップＳ３２
では、各処理種別ＪＯＢ＿ＮＯに応じて各処理が実行される（ステップＳ４０，Ｓ５０，
Ｓ６０）がそれぞれ実行される。
【００８０】
　（１０－２．コマンド準備処理）
　図１０は、コマンド準備処理の手順の一例を示すフローチャートである。なお、以下の
説明において「枠状態」とは、払出制御基板４などのパチンコ機１ａの内部において障害
が生じているか否か或いはその障害の種類を含む情報（エラー情報）をいい、「枠状態コ
マンド（状態コマンド）」とは、この枠状態に関して主制御基板２に伝達するためのコマ
ンドいう。また、「エラー解除ナビゲーション処理」とは、枠状態に応じて検出された払
出制御基板４における障害を解消に導くための誘導処理をいう。このエラー解除ナビゲー
ション処理では、例えば払出制御基板４のＣＰＵにより遊技球の払出動作に障害が生じて
いることが検出されている場合に、その障害を解消へ導くための報知を行うものである。
【００８１】
　まずステップＳ４１では、枠状態に変化があるか否かを判断し、枠状態に変化がなけれ
ばステップＳ４２に進み、枠状態に変化がなければステップＳ４３に進む。ステップＳ４
２では、送信コマンド（例えば１バイト目）として枠状態に対応した枠状態表示コマンド
をセットしてステップＳ４７に進む。
【００８２】
　ここで、この枠状態表示コマンドは、主制御基板２を介してサブ制御基板６に送信され
て枠装飾ランプ１４を点灯して払出制御の状態を報知したり、前述したエラー解除ナビゲ
ーション処理をサブ制御基板６で実行するために、払出制御の状態を記憶するための情報
である。そして、このステップＳ４７は処理種別ＪＯＢ＿ＮＯを「１（コマンド出力処理
）」に設定する。
【００８３】
　一方、ステップＳ４３では、エラー解除ナビゲーション処理の開始か否かを判断し、開
始であればステップＳ４４に進み、開始でなければステップＳ４５に進む。ステップＳ４
４では、送信コマンド（例えば１バイト目）として枠状態に対応したエラー解除ナビゲー
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ションコマンドをセットし、ステップＳ４７に進む。
【００８４】
　一方、ステップＳ４５では、障害（状態）の一例としての全入賞口不足・過多が発生し
たか否かを判断し、発生している場合にはステップＳ４６に進み、発生していない場合に
は処理を中止する。ここで、「全入賞口不足」とは、全入賞口スイッチによる賞球の検出
数が賞球コマンドの受信回数より予め設定された数値分少ないという症状の障害である。
一方、「全入賞口過多」とは、全入賞口スイッチによる検出回数が賞球コマンドの受信回
数より予め設定された数値分多いという症状の障害をいう。ステップＳ４６では、送信コ
マンド（例えば１バイト目）として全入賞口異常を表す全入賞口異常コマンドをセットし
、ステップＳ４６Ａに進む。
【００８５】
　（１０－３．コマンド出力処理）
　図１１は、払出制御基板４におけるコマンド出力処理の手順の一例を示すフローチャー
トである。なお、「書き込み許可フラグ」は、シリアルポートの送信バッファに対する書
き込みを許可するか否かを表す識別子であり、具体的には許可されている場合には例えば
「１」が設定されており、許可されていない場合には例えば「０」が設定されている。「
通信中フラグ」とは、払出制御基板４が主制御基板２との間でシリアル通信中であるか否
かを示す識別子であり、具体的には通信中である場合には例えば「１」が設定され、通信
中ではない場合は例えば「０」が設定される。
【００８６】
　まず、ステップＳ５１では、書き込み許可フラグが「１」であり、かつ、通信中フラグ
が「０」であるか否かを判断し、書き込み許可フラグが「１」であり、かつ、通信中フラ
グが「０」である場合にはステップＳ５２に進み、それ以外の場合にはコマンド出力処理
を終了する。
【００８７】
　ステップＳ５２では、状態コマンドとして送信コマンド（例えば１バイト目）を出力す
る。次にステップＳ５３では、送信コマンド（２バイト目）として送信コマンド（１バイ
ト目）を反転した値を出力する。次にステップＳ５４では、処理種別ＪＯＢ＿ＮＯを「２
」に設定することで、次の処理が「ＡＣＫ信号待ち処理」であることに設定される。次に
ステップＳ５５では、ＡＣＫ信号の受信待ちのタイムアウト時間を例えば約１００ｍｓに
設定し、コマンド出力処理を終了する。
【００８８】
　（１０－４．ＡＣＫ信号の受信待ち処理）
　図１２は、ＡＣＫ信号の受信待ち処理の手順例を示すフローチャートである。
【００８９】
　ステップＳ６１では、応答信号としてのＡＣＫ信号の立ち上がりにおいてエッジが検出
されたか否かが判断され、検出されていなければステップＳ６２に進み、検出されていれ
ばステップＳ６５に進む。ステップＳ６２では、タイマ４ｄがタイムアウト時間（例えば
約１００ｍｓ）を経過したか否かを判断し、経過していればステップＳ６３に進み、経過
していなければ終了する。ステップＳ６３では、処理種別ＪＯＢ＿ＮＯを「１（コマンド
出力処理）」に設定する。次にステップＳ６４では枠状態として例えば「接続エラー」を
設定する。ここで、この「接続エラー」とは、主制御基板２から払出制御基板４へのコマ
ンド信号の異常を示す障害であることや、払出制御基板４から主制御基板２へのコマンド
信号の異常を示す障害であることを示している。
【００９０】
　一方、ステップＳ６５では処理種別ＪＯＢ＿ＮＯを「０（コマンド準備処理）」に設定
し、ステップＳ６６に進む。ステップＳ６６では枠状態として「接続エラー」をクリアし
、ステップＳ６７ではタイムアウト時間＝０と設定する。以上のようにして状態コマンド
を作成するとともに、このように作成した状態コマンドを送信して状態監視処理を終了す
るのである。
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【００９１】
　（１１．その他の実施形態についての言及）
　以上は一実施形態についての説明であるが、本発明の実施の形態がこれに制約されるこ
とはない。以下に、その他の実施形態についていくつか例を挙げて言及する。
【００９２】
　まず、第２実施形態においては、第１実施形態と同様に払出制御基板４のＣＰＵが所定
の時間間隔ごとに間欠的に状態コマンドを出力し続ける構成としても良い。この場合、第
１実施形態と同様に払出制御基板４は、主制御基板２からのＡＣＫ信号の受信を契機とし
て状態コマンドの出力を停止するとともに、遊技球の払出動作を開始している。
【００９３】
　このようにすると、第２実施形態と同様に、パチンコ機１ａの起動後において常に払出
制御基板４による正常な遊技媒体の払出動作を確保していることから、その起動後におい
て常に正常な遊技動作を確保することができる。
【００９４】
　特に第１実施形態においては、払出制御基板４は、電源投入後、遊技球の払出動作が可
能になると状態コマンドを繰り返し主制御基板２に送り付けており、この主制御基板２は
、遊技動作の制御が可能になると、払出制御基板４に対してＡＣＫ信号を返信している。
このため主制御基板２のループ処理時間が変更された場合、すなわち表示制御基板７の仕
様が変更された場合においても、払出制御基板４は表示制御基板７の仕様変更に対応して
払出動作の制御開始タイミングを追従させることができる。このようにすると、払出制御
基板４は、もともと枠側の部品として配設されているものの、表示制御基板７の仕様変更
に応じてそのたびに交換する必要がなくなる。
【００９５】
　また、上記各実施形態は、遊技球の払出動作を制御する払出制御基板４と、遊技動作を
制御する主制御基板２が、電源起動時にそれぞれ独立して起動する形態であれば適用する
ことができる。具体的には、各実施形態は、パチンコ機のような遊技球を用いた弾球式遊
技機のみならず、いわゆるスロットマシンのようなメダルやコインを用いた回胴式遊技機
にも適用することができる。この回胴式遊技機はその基本構成として、例えば遊技価値の
掛け数を決定した状態で遊技者の操作に応じて始動と停止とを行い、その始動により図柄
の表示を変動させる一方、その停止時に複数の図柄を組み合わせて表示する図柄表示装置
と、前記図柄表示装置を始動させるための始動操作を受け付け可能な始動操作手段と、前
記図柄表示装置を停止させるための停止操作を受け付け可能な停止操作手段と、前記図柄
表示装置が停止したときの図柄表示態様から入賞の有無を決定し、入賞があった場合はそ
の図柄表示態様に応じた数の遊技価値を遊技者に与える遊技価値付与手段と、前記図柄表
示装置の停止時に特定の図柄表示態様で入賞があった場合、遊技者に有利な確率で入賞を
可能とする特典遊技状態に移行させる特典遊技状態移行手段とを備える。
【００９６】
　またさらには、上記各実施形態は、遊技球を用いて遊技を行う回胴式遊技機（いわゆる
パロット機、パチスロット機など）にも適用することができる。この回胴式遊技機はその
基本構成として、例えば遊技媒体としての遊技球を規定個数分だけまとめて遊技価値の１
単位とする遊技価値計数手段と、前記遊技価値計数手段により前記遊技価値の掛け数を決
定した状態で遊技者の操作に応じて始動と停止とを行い、その始動により図柄の表示を変
動させる一方、その停止時に複数の図柄を組み合わせて表示する図柄表示装置と、前記図
柄表示装置を始動させるための始動操作を受け付け可能な始動操作手段と、前記図柄表示
装置を停止させるための停止操作を受け付け可能な停止操作手段と、前記図柄表示装置が
停止したときの図柄表示態様から入賞の有無を決定し、入賞があった場合はその図柄表示
態様に応じた数の遊技価値に相当する個数分の遊技球を遊技者に与える遊技価値付与手段
と、前記図柄表示装置の停止時に特定の図柄表示態様で入賞があった場合、遊技者に有利
な確率で入賞を可能とする特典遊技状態に移行させる特典遊技状態移行手段とを備える。
【００９７】
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　また、上記実施形態では、主に主制御基板２と払出制御基板４との起動順序を制御して
いるがこれに限られず、その他の基板の組み合わせに関して起動順序を制御するようにし
ても良いことはいうまでもない。
【００９８】
　また、上記実施形態では、払出制御基板４のＣＰＵの制御によって実行されている制御
プログラムなどのソフトウェアによって状態コマンドを送信したりタイマ機能を発揮させ
るように構成しているがこれに限られず、これらの機能をそれぞれハードウェアによって
実現しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】本発明の第１実施形態の一例としてのパチンコ機の電子機器類に関する構成を概
略的に示したブロック図である。
【図２】起動時における払出制御基板の動作例を示すフローチャートである。
【図３】起動時における主制御基板の動作例を示すフローチャートである。
【図４】払出制御基板における応答信号の受信処理の手順の一例を示すフローチャートで
ある。
【図５】各基板が出力する信号や各基板が起動を開始するタイミングの一例を示すタイミ
ングチャートである。
【図６】第２実施形態における主制御基板および払出制御基板における各動作の制御手順
の一例を示すフローチャートである。
【図７】各基板が出力する信号や各基板が起動を開始するタイミングの一例を示すタイミ
ングチャートである。
【図８】第３実施形態における主制御基板および払出制御基板における各動作の制御手順
の一例を示すフローチャートである。
【図９】パチンコ機の各基板における状態監視処理の手順の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１０】コマンド準備処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図１１】払出制御基板におけるコマンド出力処理の手順の一例を示すフローチャートで
ある。
【図１２】ＡＣＫ信号の受信待ち処理の手順例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１００】
　１　　遊技機
　１ａ　遊技機
　１ｂ　遊技機
　２　　主制御基板
　４　　払出制御基板（信号出力制御手段）
　６　　サブ制御基板（演出制御基板）
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